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◎土砂 による水の濁
○浮遊物質量 （SS）

・平常時
平常時 における

・降雨時
降雨時 にお ける

向きの流れ の候向
○底 質中懸濁物質含

SPSSが30kg／㌔
底 質珠拝 で赤土等

事業実施 区域周

り

海域 での濁 り （浮立物質量 ：SS）は、く1～3皿g／L の範 囲で

海 域での濁 りは、 日降水量100mm程 度以 上の場合 、高濃度
と一致 している。なお、比較的強い北寄 りの風が吹いて い
主 （SPSS）

以上 を示す ランク5b （底質表層 にホコ リ状 に懸濁物質 がか
が色濃 く懸濁。） を示す地点 もみ られ る。井川河 口よ り南
辺海域 で平成 6年 、7年に実施 された赤土 の堆 積状況調査 で

推移 してお り、春季 に低 く、夏季に高い傾 向がみ られ る。 地点別 には、轟川 河 口付近や その北側 、 トウー／

の濁 りが轟川河 口を中心 にして、北側 に広 がる傾 向がみ られ、降雨 時の濁 りの拡散パ ター ンの多 くは轟川 河
る場合 には、上げ潮 時でも轟川河 口南側で も滞 りが確落 され てい る。

ぶ さる。サ ンゴ被度や種 の構成 に悪影響が出始 める。）の地点 は、轟 川河 口よ り北側 に集 中 してお り、一部
側では、生 き生 きとしたサ ンゴ礁生態系 の上 限値 ラ ンクであ る5aである。
は、♯川北側 でラ ンク5b～6、南側 ではランク5aであ り、平成15年の調査 結果 と類似 してい る。

レグチ周辺で若干高 くな る

口北側 リーフ内の主流 向

ではランク6 （一見 して赤

ことが ある。

となってい る北か ら西

土等 の堆積がわか る。

韓境保全配点 予測結果 評価結果 衆境保全措置 事後調査及び環境監視
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事
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・赤 土等流 出防止
対 策 を 実 施 す
る。

○海 域におけ る赤土等ゐ水の濁 り

平常時 に轟 川河 口で S S 溝度 2 mg／L以上 がみ られ る
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基点に、沖 方向に約25伽 、陸岸 に沿 ？て北 側に約200m
と予測 され る。
ま た、降雨 時の拡散範 囲 は、 S S 濃度 0，1m占／L の拡

散範 囲でみ ると、平常時 と同程度 の範 囲 と予測 される。
機械処理 水の海域へ の寄与は 、最 大 で 2 皿g／L以 下 と

予測 され る。

○海域にお ける赤土等 の堆積
堆積丑5mg／cm2 （0．05kg／皿2）以上の範囲 は轟川河 口に

限 られてお り、最大で70mg／cm2 （0．7kg／m2） であ り、堆
積厚は最大で0．血mである と予測 され る。 また、南側仮
設調整池 が稼働す る 2 年間 に堆積 し続 けた場合 には最
大で1．6mm程 度である と予測 される。

◎海域 における赤土等の水 の滞 り
○環境影響 の回避 ・低減の検討

事業 の計画検討 に当た り諌 じた環境保全 配慮 を予測 の前提 として検討 した結果 、処理水の海域への
寄与 浪度は 2 mg／L以下であ り、「水産用水基 準 （2000年版）」 （平成12年、社 団法 人 日本水産資源保護協
会） に よる 「人為 的に加 え られ る懸濁物 質は 2 mg／L以 下で ある こと （海域 ）。」 との整合が図れてい る

こ とか ら、環境影響は、事業 者によ り実行 可能 な範囲内で できる限 り回避 され 、又は低減 されてお り、
凍境 の保 全についての配慮 が適正 にな され ている と評価 した。

○国又 は地方公共団体 による環境保全 の基準又 は 目棲 との整合性 に係 る評価
予 測項 目に係 る環 境保全 の基準又 は 目棟は、沖縄県 赤土等流 出防止条例 （平成 6 年10月 、条例第36

号） であ る 「浮遊物質量200mg／L以下で排出 しな ければ な らない。」 とした。
本 事業 にお いては、濁水 を機械処理 設備 にて25皿g／L以 下にまで低減 させ た後 、轟川へ排 出す ること

か ら、環境保全の基準又は 目標 との整合 は図 られてい るもの と評価 した。
また、 「水産 用水基準 （2000年版）」 （平成12年、社団法 人 日本水産資源保 護協会） に よる と r人為的

に加 え られ る懸濁物質は 2 mg／L以下で あるこ と （海域）。」 と定 め られ てい るが、予測結果 では S S の
寄与濃度 が 2 mg／L を超える範囲は、轟川 内ではみ られ るものの 、海域 におい てはみ られ ず、水産用水
基 準 との整合 について も図 られているもの と評価 した。

◎海域にお ける赤土等 の堆積
○環境影響 の回避 ・低減 の検討

事業 の計画検討に 当た り講 じた環境保全配 慮を予測 の前提 として検 討 した結 果、機 械処理水が寄与
す る底 質へ の嘩積 厚は、夏季に180 日間連 続 して濁水 の機械 処理設備 が稼働 した場合 において も最大

で0．血皿であ る。 さらに、台風等によ り、堆 積 した赤土等 が リー フ外へ拡散す る こともあるこ とか ら、
本事業 が赤土の堆積 に及ぼす環境影響 の程 度は極めて小 さい もの と考え られ 、環境影 響は、事業者に
より実行 可能な範囲 内でで きる限 り回避 され、又は低減 され てお り、環境 の保全 について の配慮が適
正 にな され ている と評価 した。

事業 の計画検討 に当
た り講 じた環境保全配
慮 を予測 の前提 と して
検討 した結果、環境影

．響 の程度 は極 めて小 さい と判 断され るこ とか
ら、環境保全措置 を講
ず る必 要はないもの と
判 断 した。

環境保全措置 を講 じ
ないこ とか ら事後調査
の必要はないと判 断 し
た。


